
　
特
殊
詐
欺
と
は
、
電
話
や
メ
ー

ル
な
ど
で
対
面
せ
ず
に
信
用
さ

せ
、
不
特
定
多
数
の
者
か
ら
現

金
な
ど
を
だ
ま
し
取
る
犯
罪
で

す
。
今
回
は
固
定
電
話
に
よ
る

特
殊
詐
欺
の
予
防
対
策
を
紹
介

し
ま
す
。

① 

大
手
建
設
会
社
名
の
電
話
で
、

市
内
の
75
歳
以
上
の
人
に
新

設
介
護
施
設
の
入
居
権
利
が

あ
り
、
高
く
転
売
も
で
き
る

と
言
わ
れ
た
。
買
わ
な
い
と

断
っ
た
が
、
今
度
は
希
望
者

へ
の
名
義
貸
し
を
提
示
さ
れ

困
惑
し
た
。

 

（
府
中
市
・
被
害
な
し
）

②
通
信
料
金
な
ど
の
請
求
を
行

う
大
手
会
社
名
の
メ
ー
ル
で

未
納
料
金
の
請
求
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
情
報
安
全
協
会
の

職
員
や
警
察
官
を
名
乗
る
者

か
ら
の
電
話
で
、
私
の
携
帯

電
話
が
原
因
で
被
害
者
が
裁

判
を
起
こ
す
と
の
情
報
が
あ

り
、
示
談
金
を
支
払
っ
た
。

 

（
福
山
市
・
被
害
発
生
）

ア
ド
バ
イ
ス

　
①
、
②
と
も
に
電
話
の
登
場

人
物
は
警
察
官
も
含
め
全
て
犯

人
で
、
当
事
者
は
高
齢
者
で
す
。

　
①
は
名
義
貸
し
を
承
諾
し
た

場
合
、
犯
人
か
ら
名
義
貸
し
は

違
法
と
言
わ
れ
解
決
費
用
を
請

求
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
弁
護
士

と
称
す
る
者
か
ら
、
資
産
が
差

し
押
さ
え
ら
れ
る
な
ど
嘘
の
情

報
で
、
何
度
も
支
払
い
を
行
っ

た
事
例
が
あ
り
ま
す
。

 

（
広
島
市
・
被
害
額
約
９
千
万
円
）

　
②
も
支
払
い
を
繰
り
返
し
た

結
果
、
総
額
１
億
円
以
上
の
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
は
、
よ
く
電
話
に
出

て
話
を
丁
寧
に
聞
く
人
が
多
い

た
め
、
犯
人
も
こ
れ
を
悪
用
し

て
言
葉
巧
み
に
だ
ま
す
手
口
が

目
立
ち
ま
す
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
特
に
高
齢

者
の
人
は
「
電
話
に
出
な
い
」

こ
と
が
最
善
の
対
策
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

特
殊
詐
欺
電
話
の
予
防
策

▽ 

常
に
留
守
番
電
話
に
設
定
し

て
、
す
ぐ
電
話
に
出
な
い
。

▽
電
話
番
号
表
示
サ
ー
ビ
ス
（
ナ

ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
な
ど
）

を
利
用
し
、
知
ら
な
い
番
号

や
非
通
知
電
話
に
は
出
な
い
。

※
高
齢
者
に
限
り
、
申
請
に
よ

り
無
料
で
利
用
で
き
る
電
話
会

社
も
あ
り
ま
す
。

▽ 

防
犯
機
能
付
き
電
話
を
購
入

す
る
。
登
録
の
な
い
電
話
の

場
合
、
着
信
音
が
鳴
る
前
に

防
犯
機
能
付
き
で
あ
る
こ
と

や
会
話
を
録
音
す
る
な
ど
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
流
れ
る
。

※
迷
惑
電
話
自
体
が
無
く
な
っ

た
と
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。
高

齢
者
の
み
の
世
帯
の
ほ
か
、
日

中
高
齢
者
だ
け
在
宅
と
な
る
家

庭
も
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

消費生活に関する相談
府中市消費生活センター
　（☎４３-７１０６）
※市役所南棟にあります。
相談日　毎週月・火・木・
　金曜日10時～12時、13
　時～16時
※祝日・年末年始は除く。

～
特
殊
詐
欺
電
話
の
予
防
対
策
～

消
費
生
活
情
報

高齢者に対する特殊詐欺や悪質な勧誘電話などを未然に防止
するため、通話録音装置などの機器購入費の一部を補助します。
対象　市内に住所を有する65歳以上の人
対�象機器　固定電話機または固定電話機に接続して用いる機

器で、迷惑電話防止機能を有するもの
内容　機器購入費のうち、5,000円を限度として１人１回限り
申�請に必要なもの　機器の領収書、機器の説明書、振込先口
座が分かるもの、代理申請の場合は代理人の本人確認書類

※機器は、地域家電販売店またはネット通販などで購入でき
ます。申請は機器購入後６か月以内に限ります。なお、申請
件数が80件に達した時点で、今年度の受け付けを終了します。
申請・問い合わせ先　総務課（☎４３-７１１５）

収入保険制度は、全ての農作物を対象
に、自然災害や価格低下のほか経営努
力では避けられない収入減少を補償す
る、総合的なセーフティネットです。
まずは、補償プランや保険料を試算し
てみませんか？
加�入できる人　青色申告を行っている

個人・法人の農業者
問い合わせ先　ＮＯＳＡＩ広島　
　府中出張所（☎４４-９５７７）

詳しくはコチラから

府中市特殊詐欺等防止対策機器
購入費補助金

申請場所が総務課に変わりました

農業経営収入保険
あなたの農業経営を支えます！

～令和５年４月に 府中市都市計画マスタープラン を見直しました！～
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